
福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

 

平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

30日
にち

 

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

 11 号
ごう

 

 

 

目次
もくじ

 

 第
だい

一
いち

章
しょう

 総則
そうそく

（第
だい

一
いち

条
じょう

―第
だい

七
なな

条
じょう

） 

 第
だい

二
に

章
しょう

 不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

等
とう

（第
だい

八
はち

条
じょう

―第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

）         

 第
だい

三
さん

章
しょう

 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

等
とう

のための体制
たいせい

 

  第
だい

一
いち

節
せつ

 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

（第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

―第
だい

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

） 

  第
だい

二
に

節
せつ

 福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

委員会
いいんかい

（第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

―第
だい

二
に

十
じゅう

三
さん

条
じょう

） 

  第
だい

三
さん

節
せつ

 知事
ち じ

による勧告
かんこく

及
およ

び公 表
こうひょう

（第
だい

二
に

十
じゅう

四
よん

条
じょう

・第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

） 

  第
だい

四
よん

節
せつ

 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

（第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

・第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

条
じょう

） 

 第
だい

四
よん

章
しょう

 啓発
けいはつ

（第
だい

二
に

十
じゅう

八
はち

条
じょう

・第
だい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

） 

 第
だい

五
ご

章
しょう

 雑則
ざっそく

（第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

・第
だい

三
さん

十
じゅう

一
いち

条
じょう

） 

 第
だい

六
ろく

章
しょう

 罰則
ばっそく

（第
だい

三
さん

十
じゅう

二
に

条
じょう

） 

 附則
ふそく

 

   第
だい

一
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章
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 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第
だい

一
いち

条
じょう

 この条 例
じょうれい

は、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

への誤解
ごかい

及
およ

び偏
へん

見
けん

並
なら

びに社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

の存在
そんざい

により、障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じりつ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さんか

がいまだ妨
さまた

げられている

状 況
じょうきょう

に鑑
かんが

み、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

し、基本
きほん

理念
りねん

を定
さだ

め、

県
けん

の責務
せきむ

並
なら

びに市町村
しちょうそん

、事業
じぎょう

者
しゃ

及
およ

び県民
けんみん

の役割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、障
しょう

がいを

理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

に的
てき

確
かく

に対応
たいおう

し紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

るための体制
たいせい

、啓発
けいはつ

の基本
きほん

方針
ほうしん

等
とう

を定
さだ

めることにより、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

し

、もって何
なん

人
びと

も障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を

尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄
き

与
よ

することを目
もく

的
てき

とする。 

（定義
ていぎ

） 

第
だい

二
に

条
じょう

 この条 例
じょうれい

において、次
つぎ

の各
かく

号
ごう

に掲
かか

げる用語
ようご

の意義
い ぎ

は、当該
とうがい

各
かく

号
ごう

に定
さだ

めると

ころによる。 



 一
いち

  障
しょう

がいのある人
ひと

 身体
しんたい

障
しょう

がい、知
ち

的
てき

障
しょう

がい、精神
せいしん

障
しょう

がい（発達
はったつ

障
しょう

がいを含
ふく

む。）、難 病
なんびょう

を原因
げんいん

とする障
しょう

がいその他
た

の心身
しんしん

の機能
きのう

の障
しょう

がい（以下
い か

「障
しょう

がい

」と総 称
そうしょう

する。）がある人
ひと

であって、障
しょう

がい及
およ

び社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

により継続
けいぞく

的
てき

又
また

は

断続
だんぞく

的
てき

に日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にある人
ひと

をいう。 

 二
に

 保護
ほ ご

者
しゃ

 子
こ

に対
たい

して親権
しんけん

を行
おこな

う者
もの

（親権
しんけん

を行
おこな

う者
もの

のないときは未成
みせい

年
ねん

後見人
こうけんにん

）

、成
せい

年
ねん

後見人
こうけんにん

その他
た

裁判所
さいばんしょ

の審判
しんぱん

により法定代理権
ほうていだいりけん

を有
ゆう

する者
もの

及
およ

び現
げん

に障
しょう

がい

のある人
ひと

を養護
ようご

する者
もの

をいう。 

 三
さん

 社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

 日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

に

おける事物
じぶつ

、制度
せいど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

、偏見
へんけん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 

 四
よん

 不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

い 障
しょう

がい又
また

は障
しょう

がいに関連
かんれん

する事由
じゆう

を理由
りゆう

としてされる

、財
ざい

・サービス又
また

は各種機会
かくしゅきかい

の提 供
ていきょう

の拒
きょ

否
ひ

又
また

は提 供
ていきょう

の場所
ばしょ

若
も

しくは時間帯
じかんたい

の制限
せいげん

、障
しょう

がいのない人
ひと

に対
たい

して付
ふ

さない条
じょう

件
けん

の付加
ふ か

等
とう

の区別
くべつ

、排除
はいじょ

、制限
せいげん

その他
た

の異
ことな

なる取 扱
とりあつか

い（障
しょう

がいのない人
ひと

と同
どう

等
とう

の機会
きかい

及
およ

び待遇
たいぐう

の確保
かくほ

を推進
すいしん

すること等
とう

正当
せいとう

と認
みと

められる目
もく

的
てき

の下
もと

にされる取 扱
とりあつか

いを除
のぞ

く。）であって、当該
とうがい

取 扱
とりあつか

いを受
う

けた人
ひと

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

することとなるものをいう。 

 五
ご

  合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

（障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの意思
い し

を表 明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な場合
ばあい

にあっては、その保護
ほ ご

者
しゃ

）から現
げん

に社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を

必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

があった場合
ばあい

において、障
しょう

がいのない人
ひと

と同
どう

等
とう

の

機会
きかい

及
およ

び待遇
たいぐう

が確保
かくほ

され、又
また

は同
どう

等
とう

の権利
けんり

を行使
こうし

できるよう、当該
とうがい

障
しょう

がいのある人
ひと

の性別
せいべつ

、年
ねん

齢
れい

及
およ

び障
しょう

がいの状 態
じょうたい

その他
た

個々
こ こ

の具体
ぐたい

的
てき

場面
ばめん

及
およ

び状 況
じょうきょう

に応
おう

じて

行
おこな

う必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な現 状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また

は調 整
ちょうせい

（社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

相当
そうとう

と認
みと

められる

範囲
はんい

を超
こ

える人
じん

的
てき

、物理
ぶつり

的
てき

又
また

は経済
けいざい

的
てき

な負担
ふたん

その他
た

の過度
か ど

な負担
ふたん

を生
しょう

じるものを

除
のぞ

く。）をいう。 

 六
ろく

 行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

 国
くに

の行政機関
ぎょうせいきかん

（障
しょう

害
がい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

五
ご

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

六
ろく

十
じゅう

五
ご

号
ごう

。以下
い か

「法
ほう

」という。）第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

四
よん

号
ごう

に

規定
きてい

する国
くに

の行政機関
ぎょうせいきかん

をいう。）、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

（地方
ちほう

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

（昭和
しょうわ

二
に

十
じゅう

七
なな

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

二
に

百
ひゃく

九
きゅう

十
じゅう

二
に

号
ごう

）第
だい

三
さん

章
しょう

の規定
きてい

の適用
てきよう

を受
う

ける地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

の

経営
けいえい

する企業
きぎょう

を除
のぞ

く。次号
じごう

において同
おな

じ。）、独立行政法人
どくりつぎょうせいほうじん

等
とう

（法
ほう

第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

五
ご

号
ごう

に規定
きてい

する独立行政法人
どくりつぎょうせいほうじん

等
とう

をいう。次号
じごう

において同
おな

じ。）及
およ

び

地方独立行政法人
ちほうどくりつぎょうせいほうじん

（地方
ちほう

独立
どくりつ

行政法
ぎょうせいほう

人
じん

法
ほう

（平成
へいせい

十
じゅう

五
ご

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

百
ひゃく

十
じゅう

八
はち

号
ごう

）第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

に規定
きてい

する地方
ちほう

独立
どくりつ

行政法
ぎょうせいほう

人
じん

（同法
どうほう

第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

三
さん

号
ごう

に掲
かか

げる

業務
ぎょうむ

を行
おこな

うものを除
のぞ

く。）をいう。次号
じごう

において同
おな

じ。）をいう。 



 七
なな

 事業
じぎょう

者
しゃ

 目
もく

的
てき

の営利
えいり

若
も

しくは非営利
ひ え い り

又
また

は個人
こじん

若
も

しくは法人
ほうじん

の別
べつ

を問
と

わず、同種
どうしゅ

の行為
こうい

を反復
はんぷく

継続
けいぞく

する意思
い し

をもって、県内
けんない

で商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

（国
くに

、

地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

、独立
どくりつ

行政法
ぎょうせいほう

人
じん

等
とう

及
およ

び地方
ちほう

独立
どくりつ

行政法
ぎょうせいほう

人
じん

を除
のぞ

く。）をいう。 

（基本
きほん

理念
りねん

） 

第
だい

三
さん

条
じょう

 この条 例
じょうれい

による障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる

事項
じこう

を基本
きほん

理念
りねん

として行
おこな

われなければならない。 

 一
いち

 障
しょう

がいのある人
ひと

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、及
およ

び社会
しゃかい

への参加
さんか

を制約
せいやく

している社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進
すす

め、ソフト及
およ

びハードの両 面
りょうめん

にわたる社会
しゃかい

のバリアフリー化
か

を

推進
すいしん

し、施設
しせつ

及
およ

び設備
せつび

、サービス、情 報
じょうほう

、制度
せいど

等
とう

の利用
りよう

しやすさの向 上
こうじょう

を図
はか

るこ

と。 

 二
に

 障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する県民
けんみん

の意識
いしき

を向
こう

上
じょう

させ、障
しょう

がいのある

人
ひと

の権利
けんり

及
およ

び尊厳
そんげん

を尊 重
そんちょう

する社会
しゃかい

を育
はぐく

むこと。 

 三
さん

 あらゆる活動
かつどう

分野
ぶんや

における障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する定型化
ていけいか

された観念
かんねん

、偏見
へんけん

及
およ

び誤解
ごかい

に基
もと

づく慣行
かんこう

をなくすこと。 

 四
よん

 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

又
また

は解決
かいけつ

に当
あ

たっては、当事
とうじ

者
しゃ

間
かん

の建設
けんせつ

的
てき

な対話
たいわ

による相互
そうご

理解
りかい

を基本
きほん

とすること。 

（県
けん

の責務
せきむ

等
とう

） 

第
だい

四
よん

条
じょう

 県
けん

は、前
ぜん

条
じょう

に定
さだ

める基本
きほん

理念
りねん

（以下
い か

「基本
きほん

理念
りねん

」という。）にのっとり、障
しょう

害
がい

者
しゃ

基本
きほん

法
ほう

（昭和
しょうわ

四
よん

十
じゅう

五
ご

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

八
はち

十
じゅう

四
よん

号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

（条 例
じょうれい

及
およ

び規則
きそく

を含
ふく

む。）との調和
ちょうわ

を図
はか

りつつ、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

し必要
ひつよう

な

施策
しさく

を総合
そうごう

的
てき

かつ主体
しゅたい

的
てき

に策定
さくてい

し、及
およ

びこれを実施
じっし

する責務
せきむ

を有
ゆう

する。 

２ 県
けん

は、前項
ぜんこう

の施策
しさく

を策定
さくてい

し、又
また

は実施
じっし

するに当
あ

たっては、法令
ほうれい

に定
さだ

めのあるものの

ほか「障
しょう

がい」の表記
ひょうき

を用
もち

いるよう努
つと

めるものとする。 

３ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

が障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

し必要
ひつよう

な施策
しさく

を実施
じっし

しようとするときは、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

するとともに、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、技術
ぎじゅつ

的
てき

な助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うものとする。 

４ 県
けん

は、事業
じぎょう

者
しゃ

が第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

により必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じようとするときは、

当該
とうがい

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

し、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、技術
ぎじゅつ

的
てき

な助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うよう

努
つとめ

めなければならない。 

５ 県
けん

は、全
すべ

ての障
しょう

がいのある人
ひと

に、言語
げんご

（手話
しゅわ

を含
ふく

む。）その他
た

の意思
い し

疎通
そつう

のための

手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
きかい

を確保
かくほ

し、及
およ

び情 報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
りよう

のための手段
しゅだん

につい

ての選択
せんたく

の機会
きかい

を拡大
かくだい

するよう努
つと

めなければならない。 



６ 県
けん

は、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
しさく

を実施
じっし

するため、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

（市町村
しちょうそん

の役割
やくわり

） 

第
だい

五
ご

条
じょう

 市町村
しちょうそん

は、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、県
けん

との

適切
てきせつ

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

を踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

の身近
みぢか

な地域
ちいき

における障
しょう

がいを理由
りゆう

とす

る差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
しさく

を策定
さくてい

し、及
およ

びこれを実施
じっし

するよう努
つと

めるものと

する。 

（事業
じぎょう

者
しゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

六
ろく

条
じょう

 事業
じぎょう

者
しゃ

は、その事業
じぎょう

活動
かつどう

を行
おこな

うに当
あ

たっては、基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、障
しょう

が

いを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

し必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めなければなら

ない。 

２ 事業
じぎょう

者
しゃ

は、県
けん

及
およ

び市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
しさく

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

（県民
けんみん

の役割
やくわり

） 

第
だい

七
なな

条
じょう

 県民
けんみん

は、基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
りかい

を深
ふか

め

るよう努
つと

めるとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
かぞく

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

が障
しょう

がいによ

る生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を軽減
けいげん

するための支援
しえん

を周囲
しゅうい

に求
もと

めることができる社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の

実現
じつげん

に寄
き

与
よ

するよう努
つと

めなければならない。 

２ 県民
けんみん

は、県
けん

及
およ

び市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

す

る施策
しさく

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

   第
だい

二
に

章
しょう

 不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

等
とう

 

（不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

及
およ

び合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

） 

第
だい

八
はち

条
じょう

 何
なん

人
びと

も、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、あらゆる分野
ぶんや

において、不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

いを行
おこな

ってはならない。 

２ 何
なん

人
びと

も、合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を誠実
せいじつ

に行
おこな

うことにより、社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に可能
かのう

な限
かぎ

り努
つと

めなければならない。 

 （事業
じぎょう

分野
ぶんや

別
べつ

の合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

等
とう

） 

第
だい

九
きゅう

条
じょう

 県
けん

は、前
ぜん

条
じょう

の規定
きてい

の趣旨
しゅし

が、障
しょう

がいのある人
ひと

の日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

において広
ひろ

く実現
じつげん

されるよう、次
つぎ

に掲
かか

げる分野
ぶんや

ごとに、不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

い及
およ

び合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に当
あ

たり特
とく

に配慮
はいりょ

すべき具体
ぐたい

的
てき

事項
じこう

について情 報
じょうほう

を集 積
しゅうせき

し、当該
とうがい

分野
ぶんや

に携
たずさ

わる事業
じぎょう

者
しゃ

及
およ

び行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

に対
たい

する必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

及
およ

び啓発
けいはつ

を行
おこな

わなければならない。 



 一
いち

 障
しょう

がい福祉
ふくし

事業
じぎょう

、介護
かいご

保険
ほけん

事業
じぎょう

、保育
ほいく

事業
じぎょう

その他
た

の福祉
ふくし

サービスの分野
ぶんや

 

 二
に

 医療
いりょう

の分野
ぶんや

 

 三
さん

 労働
ろうどう

及
およ

び雇用
こよう

の分野
ぶんや

 

 四
よん

 教 育
きょういく

の分野
ぶんや

 

 五
ご

 スポーツ、レクリエーション及
およ

び文化
ぶんか

活動
かつどう

の分野
ぶんや

 

 六
ろく

 多数
たすう

の者
もの

の利用
りよう

に供
きょう

される建築物
けんちくぶつ

の利用
りよう

の分野
ぶんや

 

 七
なな

 公共交通機関
こうきょうこうつうきかん

の利用
りよう

の分野
ぶんや

 

 八
はち

 不動産
ふどうさん

の売買
ばいばい

、交換
こうかん

、賃貸借
ちんたいしゃく

その他
た

の不動産
ふどうさん

取引
とりひき

の分野
ぶんや

 

 九
きゅう

 多数
たすう

の者
もの

に対
たい

する情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

及
およ

び意思
い し

表示
ひょうじ

の受 領
じゅりょう

の分野
ぶんや

 

 十
じゅう

 前
ぜん

各
かく

号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、商 品
しょうひん

、サービス及
およ

び役務
えきむ

の提 供
ていきょう

の分野
ぶんや

その他
た

障
しょう

がいのある人
ひと

の日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に関
かん

わりのある分野
ぶんや

 

２ 県
けん

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

による情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

及
およ

び啓発
けいはつ

を行
おこな

おうとするときは、障
しょう

がい

のある人
ひと

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

から意見
いけん

を聴
き

き、その意見
いけん

を尊 重
そんちょう

するよう努
つと

めなければなら

ない。 

（事前
じぜん

的
てき

改善
かいぜん

措置
そ ち

） 

第
だい

十
じゅう

条
じょう

 県
けん

、市町村
しちょうそん

及
およ

び事業
じぎょう

者
しゃ

は、合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を的
てき

確
かく

に行
おこな

うための環 境
かんきょう

の整備
せいび

として、次
つぎ

に掲
かか

げる措置
そ ち

を、障
しょう

がいのある人
ひと

からの改善
かいぜん

の申出
もうしで

を待
ま

つことな

く、あらかじめ講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

 一
いち

 自
みずか

ら設置
せっち

する施設
しせつ

及
およ

び設備
せつび

のバリアフリー化
か

 

 二
に

 介助
かいじょ

者
しゃ

等
とう

の人
じん

的
てき

支援
しえん

 

 三
さん

 障
しょう

がいのある人
ひと

にとって円滑
えんかつ

な情 報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
りよう

、意思
い し

表示
ひょうじ

並
なら

びにコミュ

ニケーションに資
し

するための支援
しえん

 

 （防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

の対
たい

策
さく

） 

第
だい

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 県
けん

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において安全
あんぜん

にかつ安心
あんしん

して生活
せいかつ

を

営
いとな

むことができるよう、障
しょう

がいのある人
ひと

の個々
こ こ

の障
しょう

がいの特性
とくせい

及
およ

び状 況
じょうきょう

に応
おう

じ

て、防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

に関
かん

し必要
ひつよう

な対
たい

策
さく

を講
こう

ずるものとする。 

 （虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

の対
たい

策
さく

） 

第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

 県
けん

は、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

が、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

及
およ

び尊厳
そんげん

を尊 重
そんちょう

する上
うえ

で極
きわ

めて重 要
じゅうよう

であることに鑑
かんが

み、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのあ

る人
ひと

への理解
りかい

を深
ふか

めるための研 修
けんしゅう

の実施
じっし

、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

に

関
かん

する啓発
けいはつ

及
およ

び相談
そうだん

に係
かか

る体制
たいせい

整備
せいび

その他
た

の必要
ひつよう

な対
たい

策
さく

を講
こう

ずるものとする。 

第
だい

三
さん

章
しょう

 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

 



    等
とう

のための体制
たいせい

 

第
だい

一
いち

節
せつ

 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

 

（個別
こべつ

相談
そうだん

） 

第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

 県
けん

は、障
しょう

がいのある人
ひと

（障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの意思
い し

を表 明
ひょうめい

するこ

とが困難
こんなん

な場合
ばあい

にあっては、その保護
ほ ご

者
しゃ

）又
また

は事業
じぎょう

者
しゃ

からの不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

い又
また

は

合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に関
かん

する個別
こべつ

の事案
じあん

についての相談
そうだん

（以下
い か

「個別
こべつ

相談
そうだん

」という。

）に応
おう

ずるものとする。 

２ 市町村
しちょうそん

は、身近
みぢか

な地域
ちいき

における事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るため、個別
こべつ

相談
そうだん

に応
おう

ず

るよう努
つと

めるものとする。 

（県
けん

における専門
せんもん

相談
そうだん

員
いん

の設置
せっち

） 

第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

 県
けん

に、個別
こべつ

相談
そうだん

に応
おう

じて専門
せんもん

的
てき

及
およ

び広域
こういき

的
てき

に事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るための職 員
しょくいん

として、専門
せんもん

相談
そうだん

員
いん

を置
お

く。 

２ 専門
せんもん

相談
そうだん

員
いん

は、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく、職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。そ

の職
しょく

を退
しりぞ

いた後
のち

も同様
どうよう

とする。 

 （市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

） 

第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

 市町村
しちょうそん

は、身近
みぢか

な地域
ちいき

における事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るため、個別
こべつ

相談
そうだん

に応
おう

ずる相談
そうだん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めるものとする。 

 （県
けん

と市町村
しちょうそん

の連携
れんけい

） 

第
だい

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

 市町村
しちょうそん

は、個別
こべつ

相談
そうだん

に応
おう

じて事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るため必要
ひつよう

がある

ときは、専門
せんもん

相談
そうだん

員
いん

に助言
じょげん

又
また

は支援
しえん

を求
もと

めることができる。 

第
だい

二
に

節
せつ

 福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

委員会
いいんかい

 

（設置
せっち

） 

第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

 事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

による不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

い又
また

は合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

るため、県
けん

に福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）を置
お

く。 

２ 委員会
いいんかい

は、この節
せつ

の規定
きてい

によりその権限
けんげん

に属
ぞく

する事項
じこう

を処理
しょり

するものとする。 

３ 委員会
いいんかい

は、知事
ち じ

が任命
にんめい

する委員
いいん

七
なな

人
にん

以内
いない

で組織
そしき

する。 

４ この節
せつ

及
およ

び第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

に定
さだ

めるもののほか、委員会
いいんかい

の組織
そしき

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し

必要
ひつよう

な事項
じこう

は、規則
きそく

で定
さだ

める。 

（守秘
しゅひ

義務
ぎ む

） 

第
だい

十
じゅう

八
はち

条
じょう

 委員会
いいんかい

の委員
いいん

及
およ

び委員会
いいんかい

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者
もの

は、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく、

職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。その職
しょく

を退
しりぞ

いた後
のち

も同様
どうよう

とする。 



（助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

て） 

第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

（障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの意思
い し

を表
ひょう

明
めい

することが

困難
こんなん

な場合
ばあい

にあっては、その保護
ほ ご

者
しゃ

）は、個別
こべつ

相談
そうだん

によっては事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関等
ぎょうせいきかんとう

による不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取 扱
とりあつか

い又
また

は合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に関
かん

する事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

が期待
きたい

できないと思料
しりょ

するときは、委員会
いいんかい

に対
たい

し、当該
とうがい

事案
じあん

の当事
とうじ

者
しゃ

（この条
じょう

に規定
きてい

する申立
もうした

てをした者
もの

を含
ふく

む。以下
い か

「当事
とうじ

者
しゃ

」という。）への助言
じょげん

又
また

はあっせんを求
もと

め

る申立
もうした

 

てをすることができる。ただし、当該
とうがい

事案
じあん

が次
つぎ

の各
かく

号
ごう

のいずれかに該当
がいとう

するときは、こ

の限
かぎ

りでない。 

 一
いち

 当事
とうじ

者
しゃ

の全
すべ

てが県外
けんがい

に居 住
きょじゅう

し、又
また

は所在
しょざい

する者
もの

であるとき。 

 二
に

 当該
とうがい

事案
じあん

の発生
はっせい

の日
ひ

又
また

は当事
とうじ

者
しゃ

を知
し

った日
ひ

のいずれか遅
おそ

い日
ひ

から三
さん

年
ねん

を経過
けいか

し

たものであるとき。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

てに係
かか

る調査
ちょうさ

及
およ

び審議
しんぎ

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

条
じょう

 委員会
いいんかい

は、前
ぜん

条
じょう

の申立
もうした

てがあったときは、当該
とうがい

申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

につい

ての事実
じじつ

の調査
ちょうさ

及
およ

び審議
しんぎ

を行
おこな

うものとする。 

２ 委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

により事実
じじつ

の調査
ちょうさ

及
およ

び審議
しんぎ

を行
おこな

うため必要
ひつよう

があると認
みと

める

ときは、当事
とうじ

者
しゃ

に対
たい

し、その出 席
しゅっせき

を求
もと

めて説明
せつめい

若
も

しくは意見
いけん

を聴
き

き、又
また

は資料
しりょう

の提
てい

出
しゅつ

を求
もと

めることができる。 

３ 当事
とうじ

者
しゃ

は、第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

による事実
じじつ

の調査
ちょうさ

及
およ

び審議
しんぎ

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん） 

第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 委員会
いいんかい

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

による事実
じじつ

の調査
ちょうさ

及
およ

び審議
しんぎ

を終
お

えたとき

は、当事
とうじ

者
しゃ

に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うものとする。ただし、次
つぎ

の各
かく

号
ごう

のいず

れかに該当
がいとう

するときは、この限
かぎ

りでない。 

 一
いち

 助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

う必要
ひつよう

がないと認
みと

めるとき。 

 二
に

 第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

の性質上
せいしつじょう

、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うことが

適当
てきとう

でないと認
みと

めるとき。 

 三
さん

 第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てが、当該
とうがい

申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

の発生
はっせい

の日
ひ

又
また

は当事
とうじ

者
しゃ

を知
し

っ

た日
ひ

のいずれか遅
おそ

い日
ひ

から三
さん

年
ねん

を経過
けいか

した日
ひ

以後
い ご

にされたものであることが判明
はんめい

し

たとき。 

２ 委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

ただし書
がき

の規定
きてい

により助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

わないときは、第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てをした者
もの

にその旨
むね

を通知
つうち

するとともに、知事
ち じ

に当該
とうがい

申立
もうした

てへの対応
たいおう

結果
けっか

を報告
ほうこく

するものとする。 



（助言
じょげん

又
また

はあっせんの終 了
しゅうりょう

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

二
に

条
じょう

 委員会
いいんかい

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

により助言
じょげん

をし、又
また

はあっせんを開始
かいし

し

た場合
ばあい

において、次
つぎ

の各
かく

号
ごう

のいずれかに該当
がいとう

するときは、当該
とうがい

助言
じょげん

又
また

はあっせんを

終 了
しゅうりょう

するものとする。 

 一
いち

 当事
とうじ

者
しゃ

が助言
じょげん

に従
したが

ったとき、又
また

はあっせん案
あん

を受
じゅ

諾
だく

したとき。 

 二
に

 当事
とうじ

者
しゃ

が助言
じょげん

に従
したが

わないとき、又
また

はあっせん案
あん

を受
じゅ

諾
だく

しないとき。 

 三
さん

 助言
じょげん

又
また

はあっせんを継続
けいぞく

することが困難
こんなん

であり、又
また

は適当
てきとう

でないと認
みと

めるとき

。 

２ 委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

により助言
じょげん

又
また

はあっせんを終 了
しゅうりょう

したときは、当事
とうじ

者
しゃ

にその

旨
むね

を通
つう

知
ち

するとともに、知事
ち じ

に当該
とうがい

申立
もうした

てへの対応
たいおう

結果
けっか

を報告
ほうこく

するものとする。 

（措置
そ ち

の求
もと

め） 

第
だい

二
に

十
じゅう

三
さん

条
じょう

 委員会
いいんかい

は、当事
とうじ

者
しゃ

のうち事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関等
ぎょうせいきかんとう

が助言
じょげん

に従
したが

わず、又
また

はあっせん案
あん

を受諾
じゅだく

しないときは、第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は

改善
かいぜん

を図
はか

るため、知事
ち じ

に対
たい

し、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう求
もと

めることができる。 

第
だい

三
さん

節
せつ

 知事
ち じ

による勧告
かんこく

及
およ

び公 表
こうひょう

 

（勧告
かんこく

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

四
よん

条
じょう

 知事
ち じ

は、委員会
いいんかい

から前
ぜん

条
じょう

の規定
きてい

による求
もと

めがあった場合
ばあい

において、第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るため必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき

は、当事
とうじ

者
しゃ

のうち事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関等
ぎょうせいきかんとう

に対
たい

し、当該
とうがい

事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

るた

めの対応
たいおう

策
さく

を提
てい

示
じ

し、これに従
したが

って必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう勧告
かんこく

することができる

。 

（公 表
こうひょう

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

 知事
ち じ

は、前
ぜん

条
じょう

の規定
きてい

による勧告
かんこく

を受
う

けた事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関等
ぎょうせいきかんとう

が

当該
とうがい

勧告
かんこく

に従
したが

わず、第
だい

八
はち

条
じょう

の規定
きてい

の趣旨
しゅし

を 著
いちじる

しく損
そこ

なうおそれがあると認
みと

める

ときは、当該
とうがい

事業
じぎょう

者
しゃ

又
また

は行政機関等
ぎょうせいきかんとう

の名 称
めいしょう

及
およ

び当該
とうがい

勧告
かんこく

の内容
ないよう

を公 表
こうひょう

すること

ができる。 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

による公 表
こうひょう

をしようとするときは、あらかじめ、期日
きじつ

及
およ

び場所
ばしょ

を指定
してい

し、前
ぜん

条
じょう

の規定
きてい

による勧告
かんこく

を受
う

けた事業
じぎょう

者
しゃ

若
も

しくは行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

又
また

はその

代理人
だいりにん

の出 席
しゅっせき

を求
もと

め、意見
いけん

の聴 取
ちょうしゅ

を行
おこな

わなければならない。ただし、当該
とうがい

事業
じぎょう

者
しゃ

若
も

しくは行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

又
また

はその代理人
だいりにん

が、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく意見
いけん

の聴 取
ちょうしゅ

に応
おう

じないとき

は、この限
かぎ

りでない。 

 第
だい

四
よん

節
せつ

 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協議会
ちいききょうぎかい

 



（障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協議会
ちいききょうぎかい

の組織
そしき

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

 県
けん

は、県内
けんない

の障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

するため、法
ほう

第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

に規定
きてい

する障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協議会
ちいききょうぎかい

を自
みずか

らが中 心
ちゅうしん

とな

って組織
そしき

するものとする。 

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

条
じょう

 県
けん

は、市町村
しちょうそん

に対
たい

し、法
ほう

第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

に規定
きてい

する障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協議会
ちいききょうぎかい

を組織
そしき

するよう働
はたら

きかけるものとする。 

第
だい

四
よん

章
しょう

 啓発
けいはつ

 

（啓発
けいはつ

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

八
はち

条
じょう

 県
けん

は、県
けん

の職 員
しょくいん

に対
たい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

から直 接
ちょくせつ

話
はなし

を聞
き

く機会
きかい

を

設
もう

ける等
とう

、法
ほう

及
およ

びこの条 例
じょうれい

の趣旨
しゅし

の徹底
てってい

を目
もく

的
てき

とした研 修
けんしゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

を行
おこな

うこと

により、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
りかい

の増進
ぞうしん

に努
つと

めなければならない。 

２ 県
けん

は、事業
じぎょう

者
しゃ

がその従 業
じゅうぎょう

者
しゃ

に対
たい

し法
ほう

及
およ

びこの条 例
じょうれい

の趣旨
しゅし

の徹底
てってい

を目
もく

的
てき

とした

研 修
けんしゅう

又
また

は啓発
けいはつ

を行
おこな

おうとするときは、当該
とうがい

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

し、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、技術
ぎじゅつ

的
てき

な助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うよう努
つと

めなければならない。 

３ 県
けん

は、県民
けんみん

に対
たい

し、法
ほう

及
およ

びこの条 例
じょうれい

の趣旨
しゅし

の徹底
てってい

に資
し

する啓発
けいはつ

に努
つと

めなければな

らない。 

（表 彰
ひょうしょう

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

 知事
ち じ

は、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
りかい

を深
ふか

め障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解 消
かいしょう

するための取組
とりくみ

に関
かん

し顕著
けんちょ

な功績
こうせき

があると認
みと

められるものに対
たい

し

、表 彰
ひょうしょう

を行
おこな

うことができる。 

第
だい

五
ご

章
しょう

 雑則
ざっそく

 

（市町村
しちょうそん

条 例
じょうれい

との関係
かんけい

等
とう

） 

第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

 この条 例
じょうれい

の規定
きてい

は、市町村
しちょうそん

が障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

し条 例
じょうれい

で別段
べつだん

の定
さだ

めをすることを妨
さまた

げるものではない。 

２ 知事
ち じ

及
およ

び委員会
いいんかい

は、第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

の申立
もうした

てに係
かか

る事案
じあん

であって、市町村
しちょうそん

が当該
とうがい

事案
じあん

の解決
かいけつ

又
また

は改善
かいぜん

を図
はか

ることを目
もく

的
てき

として第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

による助言
じょげん

若
も

しくはあっせん、第
だい

二
に

十
じゅう

四
よん

条
じょう

の規定
きてい

による勧告
かんこく

又
また

は第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

に

よる公 表
こうひょう

に準
じゅん

ずる行 政
ぎょうせい

指導
しどう

その他
た

の行為
こうい

をし、又
また

は当該
とうがい

行為
こうい

をするための手続
てつづき

に

着 手
ちゃくしゅ

したものについては、第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

による助言
じょげん

若
も

しくはあっせん

、第
だい

二
に

十
じゅう

四
よん

条
じょう

の規定
きてい

による勧告
かんこく

又
また

は第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

の規定
きてい

による公 表
こうひょう

を行
おこな

わないものとする。 

（規則
きそく

への委任
いにん

） 



第
だい

三
さん

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 この条 例
じょうれい

の施行
しこう

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じこう

は、規則
きそく

で定
さだ

める。 

   第
だい

六
ろく

章
しょう

 罰則
ばっそく

 

第
だい

三
さん

十
じゅう

二
に

条
じょう

 第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

又
また

は第
だい

十
じゅう

八
はち

条
じょう

の規定
きてい

に違反
いはん

して秘密
ひみつ

を漏
も

らした

者
もの

は、一
いち

年
ねん

以下
い か

の懲 役
ちょうえき

又
また

は五
ご

十
じゅう

万
まん

円
えん

以下
い か

の罰金
ばっきん

に処
しょ

する。 

附
ふ

 則
そく

 

 （施行期日
しこうきじつ

） 

第
だい

一
いち

条
じょう

 この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

年
ねん

十
じゅう

月
がつ

一
いち

日
にち

から施行
しこう

する。ただし、第
だい

三
さん

章
しょう

第
だい

四
よん

節
せつ

及
およ

び第
だい

四
よん

章
しょう

の規定
きてい

並
なら

びに附則
ふそく

第
だい

三
さん

条
じょう

中
ちゅう

福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の特殊
とくしゅ

勤務
きんむ

手当
てあて

に関
かん

す

る条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

二
に

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

六
ろく

十
じゅう

六
ろく

号
ごう

）第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

の改
かい

正
せい

規定
きてい

、附則
ふそく

第
だい

八
はち

条
じょう

中
ちゅう

福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の給 料
きゅうりょう

の調 整
ちょうせい

額
がく

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

六
ろく

十
じゅう

六
ろく

号
ごう

）第
だい

二
に

条
じょう

の表
ひょう

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

の項
こう

の改正規定
かいせいきてい

（「障害者
しょうがいしゃ

更生相談所
こうせいそうだんしょ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

更生相談所
こうせいそうだんしょ

」に改
あらた

める部分
ぶぶん

に限
かぎ

る。）並
なら

び

に附則
ふそく

第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

（福岡県
ふくおかけん

公
おおやけ

の施設
しせつ

の設置
せっち

及
およ

び管理
かんり

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

九
きゅう

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

号
ごう

）第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

の表
ひょう

の改正規定
かいせいきてい

及
およ

び第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

の表
ひょう

の改正規定
かいせいきてい

に限
かぎ

る。）、附則
ふそく

第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

（福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーショ

ンセンター条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

五
ご

十
じゅう

五
ご

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

号
ごう

）の題名
だいめい

の改正規定
かいせいきてい

及
およ

び

第
だい

一
いち

条
じょう

の改正規定
かいせいきてい

中
ちゅう

「福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビリテーションセンター」に改
あらた

める部分
ぶぶん

に限
かぎ

る。）、附則
ふそく

第
だい

二
に

十
じゅう

二
に

条
じょう

（

福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審
しん

議
ぎ

会
かい

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

七
なな

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

号
ごう

）第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

及
およ

び第
だい

四
よん

号
ごう

の改正規定
かいせいきてい

を除
のぞ

く。）及
およ

び附則
ふそく

第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

の規定
きてい

は、平成
へいせい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

年
ねん

四
よん

月
がつ

一
いち

日
にち

から施行
しこう

する。 

（検討
けんとう

） 

第
だい

二
に

条
じょう

 県
けん

は、この条 例
じょうれい

の施行後
し こ う ご

三
さん

年
ねん

を経過
けいか

した場合
ばあい

において、この条 例
じょうれい

及
およ

び法
ほう

の

施行
しこう

の状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、その結果
けっか

に応
おう

じて

所要
しょよう

の見直
みなお

しを行
おこな

うものとする。 

（福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の特殊勤務手当
とくしゅきんむてあて

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

三
さん

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の特殊勤務手当
とくしゅきんむてあて

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

」に

改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の」を「精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

の」に改
あらた

める。 

 （警察官
けいさつかん

の職務
しょくむ

に協 力
きょうりょく

援助
えんじょ

した者
もの

の災害
さいがい

給付
きゅうふ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

四
よん

条
じょう

 警察官
けいさつかん

の職務
しょくむ

に協 力
きょうりょく

援助
えんじょ

した者
しゃ

の災害
さいがい

給付
きゅうふ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

二
に

十
じゅう

九
きゅう

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

七
なな

十
じゅう

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 



  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

五
ご

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

四
よん

十
じゅう

一
いち

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

 第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

 六
ろく

 重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

 

（福岡県
ふくおかけん

警察
けいさつ

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

六
ろく

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

警察
けいさつ

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

  六
ろく

 重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

 

 （福岡県
ふくおかけん

公立
こうりつ

学校
がっこう

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

七
なな

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

公立
こうりつ

学校
がっこう

職 員
しょくいん

の給与
きゅうよ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

一
いち

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

  六
ろく

 重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

 

 （福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の給 料
きゅうりょう

の調 整
ちょうせい

額
がく

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

八
はち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の給 料
きゅうりょう

の調 整
ちょうせい

額
がく

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

す

る。 

  第
だい

二
に

条
じょう

の表
ひょう

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

の項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

」に、「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

又
また

は知
ち

的
てき

障害者
しょうがいしゃ

」を「身体
しんたい

障
しょう

がいのある人
ひと

又
また

は知
ち

的
てき

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センターの項
こう

中
ちゅう

「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

」

を「精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

保健師
ほ け ん し

、助産師
じょさんし

、看護師
か ん ご し

及
およ

び准
じゅん

看護師
か ん ご し

修 学
しゅうがく

資金
しきん

貸与
たいよ

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

九
きゅう

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

保健師
ほ け ん し

、助産師
じょさんし

、看護師
か ん ご し

及
およ

び准
じゅん

看護師
か ん ご し

修 学
しゅうがく

資金
しきん

貸与
たいよ

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

七
なな

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

七
なな

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （災害
さいがい

に際
さい

し応 急
おうきゅう

措置
そ ち

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した者
もの

に係
かか

る損害
そんがい

補償
ほしょう

に関
かん

する条 例
じょうれい

の

一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

条
じょう

 災害
さいがい

に際
さい

し応 急
おうきゅう

措置
そ ち

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した者
もの

に係
かか

る損害
そんがい

補償
ほしょう

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 



  第
だい

二
に

条
じょう

中
ちゅう

「障害補償
しょうがいほしょう

」を「障
しょう

がい補償
ほしょう

」に改
あらた

める。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

の見出
み だ

しを「（障
しょう

がい補償
ほしょう

）」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

」

を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に、「障害補償
しょうがいほしょう

」を「障
しょう

がい補償
ほしょう

」に、「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がい

の」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

及
およ

び第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「身体
しんたい

障 害
しょうがい

」を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に改
あらた

め

、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「障害補償
しょうがいほしょう

」を「障
しょう

がい補償
ほしょう

」に、「身体
しんたい

障 害
しょうがい

」を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

五
ご

項
こう

中
ちゅう

「身体
しんたい

障 害
しょうがい

」を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に、「障 害
しょうがい

の」

を「障
しょう

がいの」に、「障害補償
しょうがいほしょう

」を「障
しょう

がい補償
ほしょう

」に、「障 害
しょうがい

に」を「障
しょう

がいに

」に改
あらた

める。 

  別 表 中
べっぴょうちゅう

「 身
しん

 体
たい

 障
しょう

 害
がい

 」を「 身
しん

 体
たい

 障
しょう

 が い 」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

一 級
いちきゅう

の項
こう

から五級
ごきゅう

の項
こう

までの規定中
きていちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

六
ろく

級
きゅう

の項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

五
ご

号
ごう

中
ちゅう

「運動障害
うんどうしょうがい

」を

「運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

七
なな

級
きゅう

の項
こう

第
だい

四
よん

号
ごう

及
およ

び第
だい

五
ご

号
ごう

中
ちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

九
きゅう

号
ごう

及
およ

び第
だい

一○
じゅう

号
ごう

中
ちゅう

「運動障害
うんどうしょうがい

」を「運動
うんどう

障
しょう

がい」に

改
あらた

め、同 表
どうひょう

八
はち

級
きゅう

の項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「運動
うんどう

障
しょう

害
がい

」を「運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

九
きゅう

級
きゅう

の項
こう

及
およ

び一〇
じゅう

級
きゅう

の項
こう

中
ちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

一 一
じゅういち

級
きゅう

の

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「調 節
ちょうせつ

機能障害
きのうしょうがい

又
また

は運動障害
うんどうしょうがい

」を「調節機能
ちょうせつきのう

障
しょう

がい又
また

は運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「運動
うんどう

障 害
しょうがい

」を「運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

一
いち

○号
ごう

中
ちゅう

「障 害
しょうがい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

一
いち

二
に

級
きゅう

の項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「調節機能
ちょうせつきのう

障 害
しょうがい

又
また

は運動障害
うんどうしょうがい

」を「調節機能
ちょうせつきのう

障
しょう

がい又
また

は運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「運動障害
うんどうしょうがい

」を「運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

及
およ

び第
だい

七
なな

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

一 三
じゅうさん

級
きゅう

の項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい

」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

備考
びこう

第
だい

三
さん

号
ごう

及
およ

び第
だい

五
ご

号
ごう

中
ちゅう

「運動障害
うんどうしょうがい

」を「運動
うんどう

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

備考
びこう

第
だい

六
ろく

号
ごう

中
ちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

」を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に、「障
しょう

害
がい

で」を「障
しょう

が

いで」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の退 職
たいしょく

手当
てあて

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の退 職
たいしょく

手当
てあて

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

三
さん

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

号
ごう

）の一
いち

部を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

の」を「障
しょう

がいの」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

公
おおやけ

の施設
しせつ

の設置
せっち

及
およ

び管理
かんり

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

公
おおやけ

の施設
しせつ

の設置
せっち

及
およ

び管理
かんり

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように

改正
かいせい

する。 

  目次中
もくじちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」に、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ



」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

二
に

節
せつ

第
だい

一
いち

款
かん

の款名
かんめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

一
いち

款
かん

 障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

 

  第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

又
また

は知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「身体
しんたい

障
しょう

がいのある

人
ひと

又
また

は知
ち

的
てき

障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「、障
しょう

害
がい

者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」を「、障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

の表
ひょう

以外
いがい

の部分中
ぶぶんちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」を「障
しょう

がい

者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

の表 中
ひょうちゅう

「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

二
に

節
せつ

第
だい

二
に

款
かん

の款名
かんめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

二
に

款
かん

 障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

 

  第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

の表 中
ひょうちゅう

「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

就 労
しゅうろう

支援
しえん

ホームあけぼの園
えん

」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

が

い者
しゃ

就 労
しゅうろう

支援
しえん

ホームあけぼの園
えん

」に改
あらた

める。 

  第
だい

百
ひゃく

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「、障
しょう

害
がい

」を「、障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

（福岡県
ふくおかけん

心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

四
よん

十
じゅう

五
ご

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

号
ごう

）の一
いち

部
ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

条 例
じょうれい

 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

の」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

の」に、「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

に」を

「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

に」に、「福岡県
ふくおかけん

心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「福岡県
ふくおかけん

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

各
かく

号
ごう

列記
れっき

以外
いがい

の部分中
ぶぶんちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

  一
いち

 知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

 

  第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「重度障害
じゅうどしょうがい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 

  第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

各
かく

号
ごう

列記
れっき

以外
いがい

の部分中
ぶぶんちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

を」を「障
しょう

がいを」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「

心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 



  第
だい

五
ご

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

及
およ

び第
だい

三
さん

号
ごう

並
なら

びに第
だい

五
ご

条
じょう

の二
に

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

五
ご

条
じょう

の三
さん

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

を」を「障
しょう

がいを」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「重度障害
じゅうどしょうがい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「

心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 

  第
だい

七
なな

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「重度障害
じゅうどしょうがい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に、「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「重度
じゅうど

障
しょう

害
がい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に改
あらた

める

。 

  第
だい

八
はち

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

及
およ

び第
だい

六
ろく

項
こう

、第
だい

九
きゅう

条
じょう

並
なら

びに第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

の二
に

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「重度
じゅうど

障
しょう

害
がい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

六
ろく

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

及
およ

び第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」

に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「重度
じゅうど

障
しょう

害
がい

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

五
ご

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

高
こう

等
とう

学校
がっこう

定時制課程
ていじせいかてい

及
およ

び通信制
つうしんせい

課程
かてい

修 学
しゅうがく

奨 励
しょうれい

金
きん

条 例
じょうれい

の一
いち

部
ぶ

改正
かいせい

） 

第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

高
こう

等
とう

学校
がっこう

定時制課程
ていじせいかてい

及
およ

び通信制
つうしんせい

課程
かてい

修 学
しゅうがく

奨 励
しょうれい

金
きん

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

四
よん

十
じゅう

九
きゅう

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

二
に

号
ごう

）の一
いち

部
ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

（福岡県
ふくおかけん

都市
と し

公園
こうえん

条 例
じょうれい

の一
いち

部
ぶ

改正
かいせい

） 

第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

都市
と し

公園
こうえん

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

五
ご

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

十
じゅう

二
に

号
ごう

）の一
いち

部
ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  別 表
べっぴょう

第
だい

二
に

の六
ろく

備考
びこう

三
さん

３、同 表
どうひょう

の十
じゅう

備考
びこう

九
きゅう

２及
およ

び同 表
どうひょう

の十
じゅう

一
いち

備考
びこう

八
はち

２並
なら

びに

別 表
べっぴょう

第
だい

三
さん

の備考
びこう

三
さん

３中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  別 表
べっぴょう

第
だい

五
ご

の一
いち

の項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

が利用
りよう

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

（高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

に規定
きてい

する高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

をいう。以下
い か

この表
ひょう

において同
おな

じ。）が利用
りよう

」に、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な」を



「障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の円滑
えんかつ

な」に、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

が転落
てんらく

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が

転落
てんらく

」に、「視覚
しかく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックその他
た

の高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック（移動
いどう

等
とう

円滑化
えんかつか

のために必要
ひつよう

な特定公園施設
とくていこうえんしせつ

の設置
せっち

に関
かん

する

基準
きじゅん

を定
さだ

める省 令
しょうれい

（平成
へいせい

十
じゅう

八
はち

年
ねん

国土
こくど

交通
こうつう

省 令
しょうれい

第
だい

百
ひゃく

十
じゅう

五
ご

号
ごう

）第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

六
ろく

号
ごう

に

規定
きてい

する視覚障害者
しかくしょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックをいう。以下
い か

この表
ひょう

において同
おな

じ。）その他
た

の

高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

」に、「視覚障害者
しかくしょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックは」を「視覚
しかく

障
しょう

が

い者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックは」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

の二
に

の項
こう

から四
よん

の項
こう

までの規定中
きていちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

の五
ご

の項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「障
しょう

がいのあ

る人
ひと

」に、「視覚障害者
しかくしょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」に改
あらた

め、同 表
どうひょう

の六
ろく

の項
こう

から十
じゅう

二
に

の項
こう

までの規定中
きていちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」

に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

ふぐ取 扱
とりあつか

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

ふぐ取 扱
とりあつか

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

五
ご

十
じゅう

三
さん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

三
さん

十
じゅう

八
はち

号
ごう

）の

一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

十
じゅう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

障
しょう

害者
しゃ

リハビリテーションセンター条 例
じょうれい

の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように

改正
かいせい

する。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビリテーションセンター条 例
じょうれい

 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「、障害者
しょうがいしゃ

」を「、障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリ

テーションセンター」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビリテーションセンター」に改
あらた

める

。 

  第
だい

三
さん

条
じょう

中
ちゅう

「、障害者
しょうがいしゃ

」を「、障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

五
ご

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」

を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

地域
ちいき

改善
かいぜん

対
たい

策
さく

奨 学
しょうがく

資金
しきん

の返還
へんかん

債務
さいむ

の免除
めんじょ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

十
じゅう

八
はち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

地域
ちいき

改善
かいぜん

対
たい

策
さく

奨 学
しょうがく

資金
しきん

の返還
へんかん

債務
さいむ

の免除
めんじょ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

五
ご

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

十
じゅう

五
ご

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

地域
ちいき

改善
かいぜん

対
たい

策
さく

職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

受講資金
じゅこうしきん

等
とう

の返還
へんかん

債務
さいむ

の免除
めんじょ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の



一部
いちぶ

改正
かいせい

） 

第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

地域
ちいき

改善
かいぜん

対策
たいさく

職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

受講資金
じゅこうしきん

等
とう

の返還
へんかん

債務
さいむ

の免除
めんじょ

に関
かん

す

る条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

六
ろく

十
じゅう

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

三
さん

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する

。 

  第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

生活
せいかつ

福祉
ふくし

資金
しきん

貸付
かしつけ

事業
じぎょう

の補助
ほじょ

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

生活
せいかつ

福祉
ふくし

資金
しきん

貸付
かしつけ

事業
じぎょう

の補助
ほじょ

に関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

号
ごう

）の一
いち

部
ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

二
に

条
じょう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

世帯
せたい

」を「障
しょう

がい者
しゃ

世帯
せたい

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の育児
いくじ

休 業
きゅうぎょう

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

職 員
しょくいん

の育児
いくじ

休 業
きゅうぎょう

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

四
よん

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

四
よん

号
ごう

及
およ

び第
だい

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

四
よん

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

二
に

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

条 例
じょうれい

の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

条 例
じょうれい

 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

施策
しさく

審議会
しんぎかい

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

及
およ

び第
だい

四
よん

号
ごう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め

る。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

中
ちゅう

「障害者福祉課
しょうがいしゃふくしか

」を「障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

」に改
あらた

める。 

 （福岡県営住宅
ふくおかけんえいじゅうたく

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

三
さん

条
じょう

 福岡県営住宅
ふくおかけんえいじゅうたく

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

九
きゅう

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

六
ろく

十
じゅう

九
きゅう

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

各
かく

号
ごう

列記
れっき

以外
いがい

の部分中
ぶぶんちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「身体
しんたい

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

イ（１）中
ちゅう

「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がいの」に、「身体
しんたい

障 害
しょうがい

」

を「身体
しんたい

障
しょう

がい」に、「精神
せいしん

障 害
しょうがい

に」を「精神
せいしん

障
しょう

がいに」に、「知
ち

的
てき

障 害
しょうがい

」を「知
ち

的
てき

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

各
かく

号
ごう

列記
れっき

以外
いがい

の部分中
ぶぶんちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「身体
しんたい

障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「障
しょう

害
がい

が」を「障
しょう

がいが」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「その障
しょう

害
がい

」を「その障
しょう

がい」に、「障
しょう

害
がい

の種類
しゅるい

」を「障
しょう

がいの種類
しゅるい

」に改
あらた

め、同
どう

号
ごう

イ中
ちゅう

「身体
しんたい

障
しょう

害
がい

 身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

福祉法
ふくしほう

施行
しこう

規則
きそく

」を「身体
しんたい

障
しょう

がい 身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

福祉法
ふくしほう



施行
しこう

規則
きそく

」に改
あらた

め、同
どう

号
ごう

ロ中
ちゅう

「精神
せいしん

障
しょう

害
がい

（知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

」を「精神
せいしん

障
しょう

がい（知
ち

的
てき

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

号
ごう

ハ中
ちゅう

「知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

」を「知
ち

的
てき

障
しょう

がい」に、「精神
せいしん

障
しょう

害
がい

」を「精神
せいしん

障
しょう

がい」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

  第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「心身
しんしん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

福祉
ふくし

のまちづくり条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

四
よん

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

福祉
ふくし

のまちづくり条 例
じょうれい

（平成
へいせい

十
じゅう

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

四
よん

号
ごう

）の

一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

一
いち

条
じょう

、第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

、第
だい

三
さん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

、第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

、第
だい

五
ご

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

、第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

、第
だい

七
なな

条
じょう

及
およ

び第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害者団体
しょうがいしゃだんたい

」を「障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

介護給付費
かいごきゅうふひ

等
とう

不服審査会
ふふくしんさかい

条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふふく

審査会
しんさかい

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

十
じゅう

二
に

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふふく

審査会
しんさかい

条 例
じょうれい

 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「福岡県
ふくおかけん

障害者
しょうがいしゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふふく

審査会
しんさかい

」を「福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい者
しゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふふく

審査会
しんさかい

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

の認定要件
にんていようけん

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

の認定要件
にんていようけん

に関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

十
じゅう

八
はち

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

四
よん

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

八
はち

条
じょう

第
だい

五
ご

号
ごう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

」を「障
しょう

がい」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

飲酒
いんしゅ

運転
うんてん

撲滅
ぼくめつ

運動
うんどう

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

飲酒
いんしゅ

運転
うんてん

撲滅
ぼくめつ

運動
うんどう

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

一
いち

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

一
いち

条
じょう

の二
に

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「アルコール健康障害
けんこうしょうがい

」を「アルコール健康
けんこう

障
しょう

が

い」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に係
かか

る信号機
しんごうき

等
とう

に関
かん

する基準
きじゅん

を

定
さだ

める条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

八
はち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

高齢
こうれい

者
しゃ

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に係
かか

る信号機
しんごうき

等
とう

に



関
かん

する基準
きじゅん

を定
さだ

める条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

三
さん

十
じゅう

九
きゅう

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

号
ごう

イ及
およ

び第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「視覚障害者
しかくしょうがいしゃ

」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

障害福祉
しょうがいふくし

サービス事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

の基準
きじゅん

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

の

一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

障害福祉
しょうがいふくし

サービス事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

の基準
きじゅん

等
とう

に

関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

七
なな

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

す

る。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運
うん

 

    営
えい

の基準
きじゅん

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

  目次中
もくじちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」

を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

条
じょう

に次
つぎ

のただし書
がき

を加
くわ

える。 

   ただし、「障 害
しょうがい

」とあるのは、この条 例
じょうれい

において「障
しょう

がい」と表記
ひょうき

する。 

  第
だい

二
に

章
しょう

の章
しょう

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    第
だい

二
に

章
しょう

 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

一
いち

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

一
いち

節
せつ

 指定
してい

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービスの事業
じぎょう

等
とう

 

  第
だい

三
さん

条
じょう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「障 害
しょうがい

の

」を「障
しょう

がいの」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「障害児
しょうがいじ

」を「障
しょう

がい児」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サ

ービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

五
ご

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

」を「知
ち

的
てき

障
しょう

がい」に、「精神
せいしん

障
しょう

害
がい

」を「精神
せいしん

障
しょう

がい」に、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス

」に、「視覚障害
しかくしょうがい

」を「視覚
しかく

障
しょう

がい」に、「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 



  第
だい

九
きゅう

条
じょう

中
ちゅう

「重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

」を「重度
じゅうど

障
しょう

がい者
しゃ

」に、「障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス」を

「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

の二
に

第
だい

一
いち

項
こう

及
およ

び第
だい

二
に

項
こう

並
なら

びに第
だい

十
じゅう

八
はち

条
じょう

中「障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス」を

「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

二
に

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

二
に

節
せつ

 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

 

  第
だい

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に、「障
しょう

害
がい

の」を「障
しょう

がいの」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

及
およ

び第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス」を

「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

中
ちゅう

「障
しょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

三
さん

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

三
さん

節
せつ

 指定
してい

障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

一
いち

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に、「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がいの」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め、

同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サー

ビス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を

「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

二
に

条
じょう

及
およ

び第
だい

三
さん

十
じゅう

三
さん

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

四
よん

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

四
よん

節
せつ

 障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

四
よん

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

五
ご

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に、「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がいの」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め、

同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サー

ビス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を

「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

及
およ

び第
だい

三
さん

十
じゅう

七
なな

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

」を「障
しょう

がい児
じ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「



障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

四
よん

十
じゅう

三
さん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

章
しょう

の章
しょう

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    第
だい

三
さん

章
しょう

 指定
してい

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

者
しゃ

等
とう

の指定
してい

の欠格
けっかく

事由
じゆう

に関
かん

する事項
じこう

 

 （福岡県
ふくおかけん

障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

の事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

の基準
きじゅん

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

の

一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

の事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

の基準
きじゅん

等
とう

に関
かん

す

る条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

五
ご

十
じゅう

八
はち

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する

。 

  題名
だいめい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    福岡県
ふくおかけん

障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

の事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運
うん

 

    営
えい

の基準
きじゅん

等
とう

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

  目次中
もくじちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に、「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に、「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

条
じょう

に次
つぎ

のただし書
がき

を加
くわ

える。 

   ただし、「障 害
しょうがい

」とあるのは、この条 例
じょうれい

において「障
しょう

がい」と表記
ひょうき

する。 

  第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に

、「障害児
しょうがいじ

の」を「障
しょう

がい児
じ

の」に、「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がいの」に、「障害児
しょうがいじ

に」を

「障
しょう

がい児
じ

に」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に、「障害児
しょうがいじ

の」を「障
しょう

がい児
じ

の」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」を「障
しょう

が

い児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

」に、「障害児
しょうがいじ

の」を「障
しょう

がい児
じ

の」に改
あらた

める。 

  第
だい

五
ご

条
じょう

から第
だい

八
はち

条
じょう

までの規定中
きていちゅう

「障害児
しょうがいじ

」を「障
しょう

がい児
じ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

二
に

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

二
に

節
せつ

 指定
してい

障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

 

  第
だい

十
じゅう

一
いち

条
じょう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に、「障害児
しょうがいじ

の」を「障
しょう

がい児
じ

の」に、「障 害
しょうがい

の」を「障
しょう

がいの」に、「障害児
しょうがいじ

に」を「障
しょう

がい



児
じ

に」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に

、「障害児
しょうがいじ

の」を「障
しょう

がい児
じ

の」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を

「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス」を「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス」に改
あらた

め

、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に、「障害児
しょうがいじ

の

」を「障
しょう

がい児
じ

の」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

三
さん

条
じょう

及
およ

び第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」

に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

章
しょう

第
だい

三
さん

節
せつ

の節
せつ

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

     第
だい

三
さん

節
せつ

 福祉型
ふくしがた

障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

 

  第
だい

十
じゅう

五
ご

条
じょう

、第
だい

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

、第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

、第
だい

十
じゅう

七
なな

条
じょう

の二
に

及
およ

び第
だい

十
じゅう

八
はち

条
じょう

中
ちゅう

「障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい児
じ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

章
しょう

の章
しょう

名
めい

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

    第
だい

三
さん

章
しょう

 指定
してい

障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

の指定
してい

の欠格
けっかく

事由
じゆう

に関
かん

する事
じ

項
こう

 

 （福岡県
ふくおかけん

高齢
こうれい

者
しゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に係
かか

る道路
どうろ

の構造
こうぞう

に関
かん

する

基準
きじゅん

を定
さだ

める条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

三
さん

十
じゅう

一
いち

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

高齢
こうれい

者
しゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に係
かか

る道路
どうろ

の構造
こうぞう

に関
かん

する基準
きじゅん

を定
さだ

める条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

四
よん

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

六
ろく

十
じゅう

一
いち

号
ごう

）の一部
いちぶ

を

次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

二
に

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」に、「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

に」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

に」に改
あらた

める。 

  第
だい

十
じゅう

二
に

条
じょう

第
だい

十
じゅう

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める

。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

二
に

条
じょう

の見出
み だ

しを「（障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

）」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「

、障害者
しょうがいしゃ

」を「、障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「障害者用
しょうがいしゃよう

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

三
さん

条
じょう

の見出
み だ

しを「（障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

）」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「

障
しょう

害
がい

者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に、「、障害者
しょうがいしゃ

」を「、障
しょう

が

いのある人
ひと

」に、「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

二
に

号
ごう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

三
さん

号
ごう

中
ちゅう

「障害者用
しょうがいしゃよう

」を



「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

五
ご

条
じょう

及
およ

び第
だい

二
に

十
じゅう

六
ろく

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

二
に

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

、障害者用
しょうがいしゃよう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

、障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

停車
ていしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

め、同
どう

項
こう

第
だい

一
いち

号
ごう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」を「障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

三
さん

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める。 

  第
だい

三
さん

十
じゅう

四
よん

条
じょう

の見出
み だ

しを「（視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック）」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

一
いち

項
こう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

の」に、「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロ

ック」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

二
に

項
こう

及
およ

び第
だい

三
さん

項
こう

中
ちゅう

「

視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」に改
あらた

め、同
どう

条
じょう

第
だい

四
よん

項
こう

中
ちゅう

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」を「視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック」に

、「、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

」を「、視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

」に、「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

を」を「視覚
しかく

障
しょう

がいのある人
ひと

を」に改
あらた

める。 

 （福岡県
ふくおかけん

歯科
し か

口腔
こうくう

保健
ほけん

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

の一部改正
いちぶかいせい

） 

第
だい

三
さん

十
じゅう

二
に

条
じょう

 福岡県
ふくおかけん

歯科
し か

口腔
こうくう

保健
ほけん

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

（平成
へいせい

二
に

十
じゅう

五
ご

年
ねん

福岡県
ふくおかけん

条 例
じょうれい

第
だい

十
じゅう

六
ろく

号
ごう

）の一部
いちぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

  第
だい

六
ろく

条
じょう

第
だい

七
なな

号
ごう

中
ちゅう

「障害者
しょうがいしゃ

」を「障
しょう

がいのある人
ひと

」に改
あらた

める。 

 

 


